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理
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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
テ
ロ
等
準
備
罪
の
対
象
犯
罪
の
絞
り
込
み
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
テ
ロ
等
準
備
罪
の
対
象
犯
罪
の
絞
り
込
み
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
よ
る
改
正
後
の
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

第
六
条
の
二
の
罪
の
対
象
犯
罪
（
以
下
単
に
「
対
象
犯
罪
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
用
い
た
お
尋
ね
の
「
基
準
」

は
、
具
体
的
に
は
、
犯
罪
の
主
体
、
客
体
、
行
為
の
態
様
、
犯
罪
が
成
立
し
得
る
状
況
、
御
指
摘
の
「
過
去
の
起
訴
件
数
」

を
含
む
犯
罪
情
勢
等
に
照
ら
し
、
当
該
罪
に
当
た
る
行
為
で
、
「
組
織
的
犯
罪
集
団
・
・
・
の
団
体
の
活
動
と
し
て
、
当
該

行
為
を
実
行
す
る
た
め
の
組
織
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
」
又
は
「
組
織
的
犯
罪
集
団
に
不
正
権
益
を
得
さ
せ
、
又
は
・
・
・

組
織
的
犯
罪
集
団
の
不
正
権
益
を
維
持
し
、
若
し
く
は
拡
大
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
も
の
」
の
遂
行
が
計
画
さ
れ
る
こ
と
が

現
実
的
に
想
定
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
対
象
犯
罪
の
う
ち
、
過
去
十
年
間
の
起
訴
人
員
が
五
人
未
満
の
も
の
と
し
て
は
、
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯

罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
同
条
（
組
織
的
な
身
の
代
金
目
的
略
取
等
）
の
罪
、
刑

法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
四
十
六
条
前
段
（
水
道
毒
物
等
混
入
）
の
罪
な
ど
が
あ
る
。


